
減税条例と７％の修正案が否決された。

　１２月臨時議会では、５％減税の修正を

皆様、いつもありがとうございます。

東郷 てつや
2012年1月号(No86)

＜市政報告＞

発行責任者：東郷てつや　名古屋市守山区西新９－２　TEL　052(794)7777　 info@togotetsuya.com

手配りサポーターの
自由市民<守山区版>　

　１１月定例会では継続審議とされていた10％

１２月 臨時議会

5％減税 修正可決

名古屋市会議員

　１２月臨時議会では、５％減税の修正を

めぐって調整が行なわれ、結局自民党主導で

自民・民主・公明・減税の４会派から修正案

付帯決議が提出され可決された。

これまでの議論の中で経済効果や行政サービスのカットが

ないのか、財政規律などが守られるのか、具体的中身が見

えてこなかったため、自民党は当初は「反対」の意向であっ

たが、最終的に反対しても賛成多数で可決される見通しで

あったことから、施行後「３年後」に減税を検証するとした附

則部分を「３年以内」にと修正するとともに、市長が毎年、収

支見通しを公表し、減税に対する見解を議会に報告すること

という付帯決議を付した。これによって事実上、議会のチェッ

ク機能を強化し、経済状況などの変化に柔軟に対応できる

ようにすることで、市民に対して一定の責任を果たすこととな

ろう。今後、24年度予算審議や将来、減税を実施した上での

検証などしっかりと注視しながら行なっていきたい。


